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町田市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例 

町田市保健所関係手数料条例（平成２２年１２月町田市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第１項第１号中「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律」を「の規定による保護を受けている者又は中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律」に、「適用」を「規定による支援給付」に改める。 

別表１０６の項から１２３の項までを次のように改める。 

１０６ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１

４５号）第４条第１項の規定に基づく薬局開設許

可申請手数料 

１件につき ３４,１００円

１０７ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第４条第４項の規定

に基づく薬局開設許可更新申請手数料 

１件につき １２,７００円

１０８ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１２条第１項及び

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行令（昭和３６年政令第１

１号）第８０条第１項第１号の規定に基づく薬局

製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 

１件につき ７,２００円 

１０９ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１２条第２項及び

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行令第８０条第８項の規

１件につき ４,４００円 
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定に基づく薬局製造販売医薬品製造販売業許可

更新申請手数料 

１１０ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１３条第１項及び

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行令第８０条第１項第２

号の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造業許

可申請手数料 

１件につき １３,８００円

１１１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１３条第３項及び

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行令第８０条第８項の規

定に基づく薬局製造販売医薬品製造業許可更新

申請手数料 

１件につき ７,６００円 

１１２ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１４条第１項及び

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行令第８０条第１項第１

号の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造販売

品目承認申請手数料 

１件につき １４０円 

１１３ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１４条第９項及び

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行令第８０条第１項第１

号の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造販売

１件につき １４０円 
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品目一部変更承認申請手数料 

１１４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２４条第１項の規

定に基づく医薬品販売業許可申請手数料 

１件につき ３４,１００円

１１５ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２４条第２項の規

定に基づく医薬品販売業許可更新申請手数料 

１件につき １２,７００円

１１６ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第３９条第１項の規

定に基づく高度管理医療機器等販売業又は貸与

業許可申請手数料 

１件につき ３４,１００円

１１７ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第３９条第４項の規

定に基づく高度管理医療機器等販売業又は貸与

業許可更新申請手数料 

１件につき １２,４００円

１１８ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第１条の５第

１項及び第４５条第１項の規定に基づく薬局開

設許可証又は医薬品販売業許可証の書換交付申

請手数料 

１件につき ２,５００円 

１１９ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第１条の６第

１項及び第４６条第１項の規定に基づく薬局開

設許可証又は医薬品販売業許可証の再交付申請

１件につき ３,５００円 
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手数料 

１２０ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第５条第１項

及び第４項並びに第１２条第１項及び第４項の

規定に基づく薬局製造販売医薬品製造販売業又

は製造業許可証書換交付申請手数料 

１件につき ２,４００円 

１２１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第６条第１項

及び第５項並びに第１３条第１項及び第５項の

規定に基づく薬局製造販売医薬品製造販売業又

は製造業許可証再交付申請手数料 

１件につき ３,４００円 

１２２ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第４５条第１

項の規定に基づく高度管理医療機器等販売業又

は貸与業の許可証の書換交付申請手数料 

１件につき ２,４００円 

１２３ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第４６条第１

項の規定に基づく高度管理医療機器等販売業又

は貸与業の許可証の再交付申請手数料 

１件につき ３,４００円 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成２６年１１月２５日から施行する。ただし、第５条の改正規定

は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の町田市保健所関係手数料条例第５条の規定は、平成２６

年１０月１日から適用する。 
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＿部分は改正部分 

町田市保健所関係手数料条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（減免） （減免） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、手数料を免除する。 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、手数料を免除する。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）の規定による保護を受けている者又

は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第３０号）の規定による支援給付

を受けている者から申請があったとき。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）又は中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第３０号）の適用を

受けている者から申請があったとき。 

（２） 略 （２） 略 

２ 略 ２ 略 
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  ＿部分は改正部分 

町田市保健所関係手数料条例新旧対照表（改正後） 

別表（第２条関係） 

名称 金額 

１～１０５ 略 略 

１０６ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１

４５号）第４条第１項の規定に基づく薬局開設許

可申請手数料 

１件につき ３４,１００円 

１０７ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第４条第４項の規定に

基づく薬局開設許可更新申請手数料 

１件につき １２,７００円 

１０８ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１２条第１項及び医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律施行令（昭和３６年政令第１１

号）第８０条第１項第１号の規定に基づく薬局製

造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 

１件につき ７,２００円 

１０９ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１２条第２項及び医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律施行令第８０条第８項の規定に

基づく薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申

請手数料 

１件につき ４,４００円 

１１０ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１３条第１項及び医

１件につき １３,８００円 
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  ＿部分は改正部分 

町田市保健所関係手数料条例新旧対照表（改正後） 

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律施行令第８０条第１項第２号の

規定に基づく薬局製造販売医薬品製造業許可申請

手数料 

１１１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１３条第３項及び医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律施行令第８０条第８項の規定に

基づく薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手

数料 

１件につき ７,６００円 

１１２ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１４条第１項及び医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律施行令第８０条第１項第１号の

規定に基づく薬局製造販売医薬品製造販売品目承

認申請手数料 

１件につき １４０円 

１１３ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第１４条第９項及び医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律施行令第８０条第１項第１号の

規定に基づく薬局製造販売医薬品製造販売品目一

部変更承認申請手数料 

１件につき １４０円 

１１４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２４条第１項の規定

１件につき ３４,１００円 
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  ＿部分は改正部分 

町田市保健所関係手数料条例新旧対照表（改正後） 

に基づく医薬品販売業許可申請手数料 

１１５ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２４条第２項の規定

に基づく医薬品販売業許可更新申請手数料 

１件につき １２,７００円 

１１６ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第３９条第１項の規定

に基づく高度管理医療機器等販売業又は貸与業許

可申請手数料 

１件につき ３４,１００円 

１１７ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第３９条第４項の規定

に基づく高度管理医療機器等販売業又は貸与業許

可更新申請手数料 

１件につき １２,４００円 

１１８ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第１条の５第１

項及び第４５条第１項の規定に基づく薬局開設許

可証又は医薬品販売業許可証の書換交付申請手数

料 

１件につき ２,５００円 

１１９ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第１条の６第１

項及び第４６条第１項の規定に基づく薬局開設許

可証又は医薬品販売業許可証の再交付申請手数料

１件につき ３,５００円 

１２０ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第５条第１項及

び第４項並びに第１２条第１項及び第４項の規定

１件につき ２,４００円 
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  ＿部分は改正部分 

町田市保健所関係手数料条例新旧対照表（改正後） 

に基づく薬局製造販売医薬品製造販売業又は製造

業許可証書換交付申請手数料 

１２１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第６条第１項及

び第５項並びに第１３条第１項及び第５項の規定

に基づく薬局製造販売医薬品製造販売業又は製造

業許可証再交付申請手数料 

１件につき ３,４００円 

１２２ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第４５条第１項

の規定に基づく高度管理医療機器等販売業又は貸

与業の許可証の書換交付申請手数料 

１件につき ２,４００円 

１２３ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令第４６条第１項

の規定に基づく高度管理医療機器等販売業又は貸

与業の許可証の再交付申請手数料 

１件につき ３,４００円 

１２４～１４２ 略 略 
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＿部分は改正部分 

町田市保健所関係手数料条例新旧対照表（改正前） 

別表（第２条関係） 

名称 金額 

１～１０５ 略 略 

１０６ 薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第４

条第１項の規定に基づく薬局開設許可申請手数料

１件につき ３４,１００円 

１０７ 薬事法第４条第４項の規定に基づく薬局開

設許可更新申請手数料 

１件につき １２,７００円 

１０８ 薬事法第１２条第１項及び薬事法施行令

（昭和３６年政令第１１号）第８０条第１項第１

号の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造販売業

許可申請手数料 

１件につき ７,２００円 

１０９ 薬事法第１２条第２項及び薬事法施行令第

８０条第４項の規定に基づく薬局製造販売医薬品

製造販売業許可更新申請手数料 

１件につき ４,４００円 

１１０ 薬事法第１３条第１項及び薬事法施行令第

８０条第１項第２号の規定に基づく薬局製造販売

医薬品製造業許可申請手数料 

１件につき １３,８００円 

１１１ 薬事法第１３条第３項及び薬事法施行令第

８０条第４項の規定に基づく薬局製造販売医薬品

製造業許可更新申請手数料 

１件につき ７,６００円 

１１２ 薬事法第１４条第１項及び薬事法施行令第

８０条第１項第１号の規定に基づく薬局製造販売

医薬品製造販売品目承認申請手数料 

１件につき １４０円 
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＿部分は改正部分 

町田市保健所関係手数料条例新旧対照表（改正前） 

１１３ 薬事法第１４条第９項及び薬事法施行令第

８０条第１項第１号の規定に基づく薬局製造販売

医薬品製造販売品目一部変更承認申請手数料 

１件につき １４０円 

１１４ 薬事法第２４条第１項の規定に基づく医薬

品販売業許可申請手数料 

１件につき ３４,１００円 

１１５ 薬事法第２４条第２項の規定に基づく医薬

品販売業許可更新申請手数料 

１件につき １２,７００円 

１１６ 薬事法第３９条第１項の規定に基づく高度

管理医療機器等販売業又は賃貸業許可申請手数料

１件につき ３４,１００円 

１１７ 薬事法第３９条第４項の規定に基づく高度

管理医療機器等販売業又は賃貸業許可更新申請手

数料 

１件につき １２,４００円 

１１８ 薬事法施行令第５条第１項及び第４項並び

に第１２条第１項及び第４項の規定に基づく薬局

製造販売医薬品製造販売業又は製造業許可証書換

交付申請手数料 

１件につき ２,４００円 

１１９ 薬事法施行令第６条第１項及び第５項並び

に第１３条第１項及び第５項の規定に基づく薬局

製造販売医薬品製造販売業又は製造業許可証再交

付申請手数料 

１件につき ３,４００円 

１２０ 薬事法施行令第４５条の規定に基づく薬局

開設許可証又は医薬品販売業許可証の書換交付申

請手数料 

１件につき ２,５００円 

１２１ 薬事法施行令第４５条の規定に基づく高度 １件につき ２,４００円 
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＿部分は改正部分 

町田市保健所関係手数料条例新旧対照表（改正前） 

管理医療機器等販売業又は賃貸業の許可証の書換

交付申請手数料 

１２２ 薬事法施行令第４６条第１項及び第２項の

規定に基づく薬局開設許可証又は医薬品販売業許

可証の再交付申請手数料 

１件につき ３,５００円 

１２３ 薬事法施行令第４６条第１項及び第２項の

規定に基づく高度管理医療機器等販売業又は賃貸

業の許可証の再交付申請手数料 

１件につき ３,４００円 

１２４～１４２ 略 略 
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